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地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、令和６

年度公の施設の指定管理者監査の結果に基づく措置を講じた旨通知があった

ので、別紙のとおり公表する。 
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国分寺市監査委員 

輿 水 康次郎 

木 島   崇 

 

 

 

 

写 



第じ3

ース12.24

声�ポや

国分寺市監査委員

與水康次郎様

木島崇様

国政情収第567号

令和7年12月24日

国分寺市長九山哲

令和6年度公の施設の指定管理者監査の結果の報告書の提出に

ついて(報告)
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令和6年12ガ23日付け国監発第22号で提出された監査の結果に基づき、別

紙のとおり措置を講じましたので報告します。



令和6年度公の施設の指定管理者監査の結果に関する報告書

(文化振興課)

1職務代行者の指定について

①所管課

国分寺市立c o c obun j iプラザ指定管理業務仕様書に規定する

職務代行者の指定について、書面による明確な届出がされていなかった。

国分寺市立c o c obun j iプラザの管理に関する協定書第57条にお

いて、「協定に関する市と指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾及

び解除は、協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければ

ならない」ことが規定されているため、書面による適正な届出を徴取され

たレ、。

(措置内容)

総括責任者の職務代行者としての届出がなかったため、書面による届出

を求め、令和6年11月16日付けで提出を受理しました。

②指定管理者

国分寺市立c o c obun j iプラザ指定管理業務仕様書に規定する

職務代行者の指定について、書面による明確な届出がされていなかった。

国分寺市立c o co bun j iプラザの管理に関する協定書第57条にお

いて、’「協定に関する市と指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾及

び解除は、協定に特別の定めがあろ場合を除き、書面により行わなければ

ならない」ことが規定されているため、書面による適正な届出をされたい。

(措置内容)

上記①と同様、総括責任者の職務代行者としての届出を行っていなかっ
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